
第８７５回宮城県教育委員会定例会日程

日 時：平成２８年１月１４日（木）午後１時３０分から

場 所：県行政庁舎１６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８７４回教育委員会会議録の承認について

４ 第８７５回教育委員会会議録署名委員の指名

５ 教育長報告

（１）大河原地域における高校のあり方検討会議の開催について （教 育 企 画 室）

（２）職員の交通事故に係る和解について （福 利 課）

（３）県立特別支援学校の分校設置について （特別支援教育室）

６ 議事

第１号議案 宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則 （教 職 員 課）

の一部改正について

第２号議案 教育職員の免許状に関する規則の一部改正について （教 職 員 課）

第３号議案 宮城県美術館協議会委員の人事について （生 涯 学 習 課）

７ 課長報告等

（１）平成２８年度以降の初任者研修について （教 職 員 課）

（２）平成３０年度（平成２９年度実施）の教員採用選考について （教 職 員 課）

（３）平成２６年度における不登校児童生徒の追跡調査の結果について （義 務 教 育 課）

８ 資料（配付のみ）

（１）教育庁関連情報一覧 （総 務 課）

（２）みやぎっ子ルルブルフォーラムの開催について （教 育 企 画 室）

（３）いじめ・不登校対策及び学校安全の体制整備について （教職員課・義務教育課・スポーツ健康課）

（４）平成２８年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について （高 校 教 育 課）

９ 次回教育委員会の開催日程について

１０ 閉 会 宣 言





 

 

「大河原地域における高校のあり方検討会議」の開催について 

 

１ 開催目的 

  今後の南部地区において想定される生徒数の減少等を踏まえ，大河原町内にある２つの

専門高校（柴田農林高校・大河原商業高校）を再編し，新たな職業教育拠点校を新設する

にあたり，地域のニーズを踏まえた魅力ある高校づくりを推進するため，本県としては初

めて「大河原地域における高校のあり方検討会議」を開催し，地域の方々から様々な意見

を伺い，具体的な再編案を共に検討していくもの。 

 

２ 南部地区の再編案 

 

■ 開校時期 ： 平成３４年４月（予定） 

 ■ 設置場所 ： 柴田農林高校敷地内に新校舎を設置予定 

 

３ 会議の開催概要 

 （１）会議の構成員 

   ・大河原町長，大河原町教育委員会教育長 

・両校関係者（校長，ＰＴＡ会長，同窓会長） 

・地元中学校関係者，町商工会長，地区ＰＴＡ会長  等 

 

 （２）協議内容 

   ・今後の農業教育及び商業教育のあり方について 

   ・新しい学科のあり方について 

   ・新たな学校に期待すること等について 

   ・魅力ある学校づくりに向けた地域との連携・協力のあり方について  等 

 

４ 今後のスケジュール 

平成 28年 3月 17日   

平成 28年度末まで 

第 1回検討会議開催（第 2回以降は順次開催） 

検討会議での議論を踏まえ，新県立高校将来構想第 3次実施計画を 

決定・公表 

 

教育長報告（１） 
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教育長報告（３）

県立特別支援学校の分校設置について

仙台圏における知的障害特別支援学校の狭隘化の問題に対応するため，地域の小・中

学校の校舎や余裕教室を活用した特別支援学校の分校等の設置について，これまで検討

を進めてきたところである。

今回，塩竈市及び仙台市との間で，分校設置について以下のとおり合意に至ったもの

である。

１ （仮称）利府支援学校塩竈校の設置概要（予定）

（１）設 置 校 塩竈市立第二小学校（塩竈市小松崎１０番１号）

（２）設置学部 小学部（１５～２０人）

（３）教 室 等 教室５ 活動室１ 職員室１ 保健室１

（４）対象学区 塩竈市 松島町 七ヶ浜町

（５）供用開始 平成２９年４月

（６）これまでの経過及び今後の予定

・平成２７年 ７月１１日 第二小学校保護者説明会（約１００人参加）

・平成２７年 ７月２２日 〃 町内会長説明会（約２０人参加）

・平成２７年 ７月３０日 利府支援学校保護者説明会（約１５人参加）

・平成２７年１２月２２日 設置準備委員会開催

・平成２８年１月～ ワーキンググループ開催，改修設計

・平成２８年度 地域住民説明会・保護者説明会開催，改修工事

２ （仮称）小松島支援学校松陵校の設置概要（予定）

（１）設 置 校 旧仙台市立松陵小学校（仙台市泉区松陵４丁目２８番地の２）

（２）設置学部 小学部・中学部（３０～４０人）

（３）教 室 等 教室９ 活動室３ 職員室１ 保健室１

（４）対象学区 仙台市北東部

（５）供用開始 平成３０年４月

（６）これまでの経過及び今後の予定

・平成２７年 ５月２８日
地域住民説明会（約７０人参加）

２９日

・平成２７年１２月２２日 小松島支援学校ＰＴＡ役員説明会（１１人参加）

保護者あて分校設置に係るお知らせ配布

・平成２８年 １月１３日 小松島支援学校保護者説明会

・平成２８年度 改修設計

地域住民説明会・保護者説明会開催

設置準備委員会・ワーキンググループ開催

・平成２９年度 改修工事
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第１号議案

第１号議案

宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償

の支給規則の一部改正について

宮城県教育委員会に属する職員等の旅費及び費用弁償の支給規則（昭和３６年

宮城県教育委員会規則第２号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年１月１４日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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 第２号議案 

 

教育職員の免許状に関する規則の一部改正について 

 

 

 教育職員の免許状に関する規則（昭和３０年宮城県教育委員会規則第２号）の

一部を別紙のとおり改正する。 

 

  平成２８年１月１４日提出 

 

 

             宮城県教育委員会教育長 髙 橋   仁 

 
第２号議案 
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教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
の
二
中
「
国
立
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国

立
学
校
を
い
う
。
）
」
を
「
大
学
附
置
の
国
立
学
校
（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
公
立
学
校
」
の

下
に
「
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
所
轄
庁
、
」
を
「
免
許
法
第
二
条
第
三
項
で

定
め
る
所
轄
庁
、
」
に
改
め
、
「
設
置
す
る
」
の
下
に
「
学
校
法
人
等
（
」
を
、
「
学
校
法
人
を
い
う
。
）
」
の
下
に

「
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法

人
を
い
う
。
）
）
」
を
加
え
る
。 

第
二
十
二
条
中
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
を
「
特
別
非
常
勤
講
師
採
用
届
出
書
（
様
式
第
十
八
号
の
二
）
」
に
改
め
、

同
条
各
号
を
削
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
教
諭
」
を
「
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
」
に
、
「
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許

可
願
書
」
を
「
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許
可
申
請
書
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
二
項
中
「
学
校
法
人
」
を
「
学
校
法
人
等
」
に
改
め
る
。 

様
式
第
十
八
号
の
二
及
び
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第１８号の２ 

 

特別非常勤講師採用届出書 

                                  年  月  日 

 宮城県教育委員会 殿 

 

                     所轄庁等              印 

 

 

 教育職員免許法第３条の２第２項の規定により，下記の者を特別非常勤講師として採用したい

ので届け出ます。 

記 
 

設 置 者  

学 校 名  

採 用 予 定 者 
（フリガナ） 

氏  名 
 

生年月日     年  月  日 

性  別 男 ・ 女 

教授又は実習を担
任しようとする事
項の内容 

教 科 等  
左記教科
等の領域
の一部等 

 

採用しようとする
期間 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 
週当たりの
担当時間数 

時間 

非常勤講師を必要

とする理由 
 

上記の者を採用し

ようとする理由 
 

資 格 ・ 免 許 等  

学歴・業務歴等 

在学・在職期間 履   歴   事   項 

年 月 日から 
年 月 日まで  

年 月 日から 
年 月 日まで  

年 月 日から 
年 月 日まで  

年 月 日から 
年 月 日まで  

年 月 日から 
年 月 日まで  

年 月 日から 
年 月 日まで  
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様式第１９号 

 

免許教科以外の教科の教授担任許可申請書 

 

                                    年  月  日 

 宮城県教育委員会 殿 

 

                     設 置 者 

                     学 校 名 

                     所 在 地 

                     校長氏名               印 

 

 

 教育職員免許法附則第２項の規定により，下記のとおり免許教科以外の教科の教授を担任すること

の許可について，別紙全教科別週時間担当状況一覧を添えて申請します。 

 

記 

 

職 名 氏   名 
最 終 学 歴 所有免許状 

（教 科） 

許可申請教科 
許可申請事由 

教職経験年数 教 科 名 週時間数 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

        印 
  

（   ） 
   

 

担 任 す る 期 間     年  月  日 から     年  月  日 まで 
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様
式
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第２３号 
    年度 第    号 

 

免許教科以外の教科の教授担任許可書 

 

                      学 校 名 

 

                      校長氏名 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった免許教科以外の教科の教授担任については，下記の

とおり許可する。 

 

 

     年  月  日 

                          宮 城 県 教 育 委 員 会 

 

記 

 

職 名 氏   名 教 科 名 職 名 氏   名 教 科 名 

      

      

      

      

      

      

      

許 可 す る 期 間     年  月  日 から     年  月  日 まで 
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附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

-11-





 

第
一
条
～
第
二
条 

 
 

 
 
 
 

（
略
） 

  

第
二
条
の
二 
こ
の
規
則
で
「
所
轄
庁
等
」
と
は
、
大
学
附
置
の
国
立
学
校 

 
 

（
国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一 

 
 

項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
が
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。
） 

 
 

又
は
公
立
学
校
（
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
を
い
う
。
）
の
教
員
に 

 
 

あ
つ
て
は
免
許
法
第
二
条
第
三
項
で
定
め
る
所
轄
庁
、
私
立
学
校
の
教
員
に 

 
 

あ
つ
て
は
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
等
（
学
校
法
人
（
私
立
学 

 
 

校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法 

 
 

人
を
い
う
。
）
又
は
社
会
福
祉
法
人
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律 

 
 

第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
を
い
う
。
）
）
の 

 
 

理
事
長
を
い
う
。 

  

第
三
条
～
第
二
十
一
条 

 
 
 

 

（
略
） 

  

第
二
十
二
条 

免
許
法
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
各
相
当
学
校
の
教
員
の
相 

 
 

当
免
許
状
を
有
し
な
い
者
を
講
師
に
充
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
特
別
非
常
勤 

 
 

講
師
採
用
届
出
書
（
様
式
第
十
八
号
の
二
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

第
二
十
三
条 

免
許
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
あ
る
教
科
の
免
許
状
を
有 

 
 

し
な
い
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
又
は
教
諭
が
当
該
教
科
の
教
授
を
担
任
し
よ 

 
 

う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
教
科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許
可
申
請
書
（
様 

 
 

式
第
十
九
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
） 

 

新
旧
対
照
表 

 

第
一
条
～
第
二
条 

 
 

 
 

 
 

（
略
） 

  

第
二
条
の
二 

こ
の
規
則
で
「
所
轄
庁
等
」
と
は
、
国
立
学
校
（
学
校
教
育
法 

 
 

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学 

 
 

校
を
い
う
。
）
又
は
公
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
所
轄
庁
、
私
立
学
校
の 

 
 

教
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
（
私
立
学
校
法 

 
 

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を 

 
 

い
う
。
）
の
理
事
長
を
い
う
。 

      

第
三
条
～
第
二
十
一
条 

 
 
 

 

（
略
） 

  

第
二
十
二
条 

免
許
法
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
各
相
当
学
校
の
教
員
の
相 

 
 

当
免
許
状
を
有
し
な
い
者
を
講
師
に
充
て
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る 

 
 

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

無
免
許
非
常
勤
講
師
採
用
届
出
書
（
様
式
第
十
八
号
の
二
） 

 
 

二 

履
歴
書
（
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
三
号
の
二
） 

 
 

三 

身
体
に
関
す
る
証
明
書
（
様
式
第
十
号
） 

  

第
二
十
三
条 

免
許
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
あ
る
教
科
の
免
許
状
を
有 

 
 

し
な
い
教
諭
が
当
該
教
科
の
教
授
を
担
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
免
許
教 

 
 

科
以
外
の
教
科
の
教
授
担
任
許
可
願
書
（
様
式
第
十
九
号
）
を
提
出
し
な
け 

 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

  

幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
を
設
置

す
る
社
会
福
祉
法

人
に
係
る
規
定
の

追
加
及
び
文
言
整

理
を
行
っ
た
も

の
。 

      

特
別
非
常
勤
講
師

の
採
用
に
係
る
提

出
書
類
を
整
理
し

た
も
の
。 

   

免
許
教
科
以
外
の

教
科
の
教
授
担
任

許
可
の
申
請
に
係

る
様
式
の
変
更
及

び
文
言
整
理
を
行

っ
た
も
の
。 

備 
 
 
 

考 
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第
二
十
四
条
～
第
三
十
四
条 

 
 

（
略
） 

  
 

 
 

附 
則 

 

１ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 

２ 

第
二
条
の
二
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
等
の
理
事
長
に
は
、
当 

 
 

分
の
間
、
学
校
法
人
等
以
外
の
者
の
設
置
す
る
私
立
の
特
別
支
援
学
校
及
び 

 
 

幼
稚
園
の
設
置
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
を
代
表
す
る
権
限
を
有 

 
 

す
る
者
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

（
以
下
附
則
略
） 

  

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 

第
二
十
四
条
～
第
三
十
四
条 
 

 

（
略
） 

  
 

 
 

附 

則 

 

１ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 

２ 

第
二
条
の
二
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事
長
に
は
、
当
分 

 
 

の
間
、
学
校
法
人
以
外
の
者
の
設
置
す
る
私
立
の
特
別
支
援
学
校
及
び
幼
稚 

 
 

園
の
設
置
者
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る 

 
 

者
）
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

（
以
下
附
則
略
） 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

    

所
轄
庁
等
の
定
義

を
変
更
し
た
こ
と

に
伴
う
文
言
整
理

を
行
っ
た
も
の
。 

備 
 
 
 

考 
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様
式
第
１
号
～
様
式
第
１
８
号

 
 
（
略
）

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 
様
式
第
１
号
～
様
式
第
１
８
号
 

 
（
略
）

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

  

特
別
非
常
勤
講
師

の
採
用
に
係
る
様

式
を
変
更
し
た
も

の
。 

備 
 
 
 

考 
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                               様
式
第
２
０
号
～
様
式
第
２
２
号

 
（
略
）

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

                               様
式
第
２
０
号
～
様
式
第
２
２
号

 
（
略
）

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

免
許
教
科
以
外
の

教
科
の
教
授
担
任

許
可
の
申
請
に
係

る
様
式
を
変
更
し

た
も
の
。 

備 
 
 
 

考 
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（
以
下
略
）

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

                                
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
（
以
下
略
）

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

免
許
教
科
以
外
の

教
科
の
教
授
担
任

許
可
に
係
る
様
式

を
変
更
し
た
も

の
。 

備 
 
 
 

考 
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附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

 

備 
 
 
 

考 
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課長報告（１）

平成２８年度以降の初任者研修について

１ 初任者研修の概要

初任者研修は，新任教員に対して，教育公務員特例法第２３条の規定により，現職研修の一環と

して，実践的指導力と使命感を養うとともに，幅広い知見を習得させることを目的として実施して

いる。

〈現在の実施状況〉

期 間：２年間

内 容：機関研修（校外研修） １年目：１８日，２年目：７日

勤務校研修（校内研修）１年目：１５０時間，２年目：研究授業等を２回実施

指導体制：指導教員を配置し，初任者の校内研修等の指導にあたるほか，初任者研修受講の際にク

ラスの授業等を受け持つ，後補充非常勤講師を配置する。

２ 初任者研修見直しの趣旨

近年の大量退職時代の到来に伴い新規採用者が大幅に増えており，今後もこの傾向が続くものと

見込まれている。一方で，学校現場においては，今もなお続く東日本大震災の影響や高度化・複雑

化している教育課題，新たな学びに関する実践等に的確に対応しながら，人材育成にも取り組んで

いくことが求められている。

このような中，学校現場における先輩教員から新任教員等への指導力の伝承や教員の研修の質と

量の確保など，これまで培われてきた教員の資質能力を育成する機能が失われつつあることが指摘

されている。

これらのことから，これからの宮城の教育を担う教員の資質能力を着実に養成していくため，平

成２８年度以降の初任者研修を見直すもの。

３ 初任者研修見直しの観点

（１）初任者の着実な育成に向けた研修の充実

初任者に必要な基礎的・基本的な事項を着実に養成するため，初任者が身につけたい力と年次

の目標を明示し，研修を実施する各機関の役割分担を明確化するとともに校内研修の充実を図る。

（２）初任者の多忙感と学校の負担の緩和

年度当初からの学習指導や学級経営の実務遂行と効果的な研修を両立するために，初任者の多

忙感と学校の負担の緩和を図る。

（３）実効性のある研修体制の整備

これまで実施してきた初任者研修の運営上の問題点や改善が望まれる事項から，実施方法の改

善や効率化を図るとともに，人材が不足している非常勤講師の確保の方策を講じる。

-1-



４ 平成２８年度以降の初任者研修

（１）初任者の着実な育成に向けた研修の充実

① これまで２年間で実施していた初任者研修の期間を３年間とする

〈３年目の研修〉

採用から３年目を迎え，各自が２年間の経験を振り返り，研修が必要だと考えている課題等

に応じて研修を選択する。また，これから自分が目指す教師像を確立する機会となる研修を設

定し，資質能力の伸長を促す。〔選択研修２日，機関研修（総合教育センター研修）１日〕

② 初任者が身につけたい力として，研修の目的となる３つの観点を示す

③ 基礎的・基本的な能力を３年間の研修でしっかりと身につける

（２）初任者の多忙感と学校の負担の緩和

① ゆとりのある年間の研修日程を設定する

１年目の機関研修の日数を減じて，これまでに比べゆとりある日程で実施し，より校務との両

立を図ることができるようにする。

〈１年目機関研修日数〉

【小中学校】

１年目：基本的資質の育成 ２年目：実践的指導力の育成 ３年目：資質能力の伸長

教員の基本的資質や児童生徒
理解力・授業力の基礎を身に
つける

授業・学級経営の実践的指導
力を身につける

２年間を振り返り，個々の課
題や勤務校の役割に応じた研
修に取り組む

年

次

の

目

標

学習指導力 生徒指導力 人的資質

　・授業技術
　・教材研究
　・児童生徒評価
　・道徳教育
　・ＩＣＴ活用　　　　等

　・学級経営
　・児童生徒理解
　・教育相談
　・志教育
　・特別支援教育　　　等

　・心構え
　・服務規律，モラル
　・メンタルヘルス
　・コミュニケーション
　・情報リテラシー　　等

身
に
付
け
た
い
力

合計 合計

１５日１８日

総合教育
センター

９日

教育事務所
地域事務所

市町村
教育委員会

２日
４日

（終日2日・午後2日）

総合教育
センター

１１日

教育事務所
地域事務所

市町村
教育委員会

２日
５日

（終日５日）

平成２７年度 平成２８年度

年次 １年目 合計

機 関 研 修 １８日 ２５日

勤 務 校 研 修 １５０時間
１５０時間
授業研究

年次 １年目 ３年目 合計

機 関 研 修 １５日 ３日 ２５日

勤 務 校 研 修 １５０時間
１５０時間
授業研究

平成２８年度

２年目

７日

授業研究２回

２年目

７日

授業研究２回

平成２７年度
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【特別支援学校小中学部】

【高等学校・特別支援学校高等部】

② 年度当初の多忙感を緩和する

小・中学校の初任者については，年度初めの機関研修の回数を減じて，学級経営等に充てる時

間を増やし，多忙感を緩和する。

〈総合教育センターの月別研修日数〉

〈４月～５月の研修内容〉

・開講式，新任教員に期待すること，本県教育の現状と課題

・教員の服務と研修，みやぎの志教育，メンタルヘルス，防災教育，震災後の対応と取組

・「学力向上に向けた５つの提言」を踏まえた授業づくり

（３） 実効性のある研修体制の整備

① 機関研修を実施する各機関の役割分担を明確化する

② 勤務校研修でのＯＪＴを効果的に推進できる校内体制の構築を図る

③ 初任者研修実施時の授業等の後補充（非常勤講師）確保のための取組を推進する

実施
機関

総合教育センター 教育事務所・地域事務所 市町村教育委員会

役割
分担

基礎的・基本的な知識や理論の育成 授業実践力（授業づくり）の向上 地域の特徴や実情に応じた研修

方　　　策 説　　　　明

　「（仮称）ＯＪＴの手引き」を作成
ＯＪＴの実践例やチェックシート等を例示し勤務校研修の実践と充実を支援す
る。

　メンター制の導入
メンター（＝相談役）を中心として，学校全体で組織的に初任者の精神面での
サポートに取り組む。

方　　　策 説　　　　明

　退職教員への要請   
退職予定の教員にライフプランセミナー等において周知・要請してい
く。

　ストレートマスターの活用
講師として適格な学生を事前に指導の上，推薦いただくよう大学に依
頼する。

合計 合計

１５日１８日
（終日2日・午後2日）

総合教育
センター

教育事務所
地域事務所

１３日
５日

（終日５日）

総合教育
センター

教育事務所
地域事務所

１１日
４日平成２７年度 平成２８年度

合計 合計

１５日１８日

総合教育
センター

１８日

総合教育
センター

１５日
平成２７年度 平成２８年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月～ 計 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～ 計

２日 １日 ２日 １日 １日 １日平成２７年度 平成２８年度３日
（宿泊）

機関研修（総合教育センター）

３日 １１日

年度初：５日

機関研修（総合教育センター）

３日
（宿泊）

３日 　９日

年度初：３日
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平成３０年度（平成２９年度実施）の教員採用選考について 

 

１ 趣旨・経緯 

 平成元年１月１２日付で宮城県教育委員会教育長と仙台市教育委員会教育長が締結

した「政令指定都市の指定に伴う移譲事務等の取扱いに関する覚書及び移譲事務協議調

書」に基づき，宮城県教育委員会（以下「県」という。）と仙台市教育委員会（以下「市」

という。）は共同で教員採用候補者選考を行ってきた。平成２６年６月に県費負担教職

員の給与等の負担を指定都市へ移譲するための関連法が成立したことを受けて県と市

で移譲に関する協議を開始し，平成２６年１２月１９日付「県費負担教職員の給与負担

等権限移譲に関する協議を進めるに当たっての基本的な考え方について」について県と

市で合意したところである。この合意を踏まえて，市からの申出により，教員採用の実

施方法等を検討し，平成３０年度（平成２９年度実施）教員採用選考より県と市がそれ

ぞれの教育委員会において教員採用選考を実施することとした。 

 

２ 変更内容 

  今回，実施主体を県と市とを別とする単独実施の形態に変更する。ただし，第１次選

考の筆記試験については共通問題で実施し,同一日程で行う。また，第１次選考で実施

していた実技試験，第２次選考については県と市がそれぞれで行う。 

  全ての校種について，それぞれの教育委員会においての教員採用選考となる。また出

願受付，選考会場についても，県と市がそれぞれで行うこととする。 

 

※変更による実施内容の違い 

 変更後 
現行 

（県市共同実施） 

選考実施主体 県単独 県市共同 

募集ガイド，ポスター・パンフレット等 県単独で作成 県市合同で作成 

募集要項 県単独で作成 県市合同で作成 

採用予定数 県単独で決定 県市合同で決定 

受験資格，選考方法等 県単独で決定 県市合同で決定 

出願受付 県単独で受付 県市合同で受付 

選考会場 県単独の会場 県市合同の会場 

第１次選考の筆記試験問題の作成・印刷・採点 県市合同で作成 県市合同で作成 

第１次選考の筆記試験の日程 県市同一日 県市同一日 

第１次選考，第２次選考（実技試験含む） 県単独で実施 県市合同で実施 

合否判定 県単独で決定 県市合同で決定 

 

課長報告（２） 
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平成２７年１２月２４日 

宮城県教育庁教職員課 

仙台市教育局教職員課 

 

「宮教委・仙教委教採に係る協議会」における合意事項等 

 

平成元年１月１２日付で宮城県教育委員会教育長と仙台市教育委員会教育長が締結した

「政令指定都市の指定に伴う移譲事務等の取扱いに関する覚書及び移譲事務協議調書」に

基づき，宮城県教育委員会（以下「県」という。）と仙台市教育委員会（以下「市」という。）

が共同で行ってきた教員採用候補者選考について，平成２６年１２月１９日付「県費負担

教職員の給与負担等権限移譲に関する協議を進めるに当たっての基本的な考え方について」

を踏まえて，平成２７年６月から１１月の間に開催した「宮教委・仙教委教採に係る協議

会」において現時点で合意した事項は，下記１のとおりである。 

 また，平成２９年度実施の教員採用候補者選考に係る事務を県・市それぞれにおいて，

円滑に事務執行できるよう留意事項を下記２のとおりまとめる。 

 

記 

 

１ 合意事項 

（１）実施形態の見直し 

これまでの県と市の共同実施の形態を見直し，実施主体を県と市とを別とする単独

実施の形態に変更する。 

ただし，第１次選考の筆記試験問題の作成，印刷及び採点並びにこの文書に基づき

協議した結果別に定める事務については，引き続き県と市が共同で行う。 

 

（２）見直しの時期 

受験者への十分な周知期間確保の観点から，平成２９年度に実施する「平成３０年

度教員採用候補者選考」から変更する。 

 

（３）募集ガイド・募集要項等 

募集ガイド・募集要項等，広報や出願に係るポスター・パンフレット等については，

県と市の考えに基づき，それぞれで作成する。 

 

（４）出願受付 

出願受付については，県と市がそれぞれで行う。 

 

（５）選考会場 

 選考会場については，県と市がそれぞれで確保する。ただし，東京会場については 

同一会場の別教室等での実施も含め，引き続き協議する。 
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（６）筆記試験 

・第１次選考の筆記試験については，共通問題として実施することを県と市がそれ

ぞれの募集要項に明記する。また，筆記試験問題の表紙についても，共同で作成，

印刷及び採点する問題であることを全ての教科問題に表記する。 

・県と市が共同で行う第１次選考の筆記試験の作成，印刷及び採点において，万が

一ミスがあった場合には，県と市が共同で責任を負うものとする。 

 

（７）実技試験 

実技試験については，県と市がそれぞれで実施要領を作成し，実施する。 

 

（８）第１次選考の筆記試験の日程 

  第１次選考の筆記試験の日程については，東北他県と同一日程での開催を基本に県と

市で事前協議を行い，東北・北海道ブロック人事主管課長会議に提案する。その後，東

北６県の動向を踏まえ，県と市で協議を行い決定する。 

 

（９）教職経験者特別選考 

教職経験者特別選考については，移行措置等も含め，引き続き協議する。 

 

（10）模擬授業 

模擬授業については，今後実施するかどうかも含めて，それぞれの要項を作成してい

く中で引き続き協議する。 

 

２ 留意事項 

円滑な事務執行のための配慮 

平成２９年度実施の教員採用候補者選考の事務が円滑に執行されるよう，県と市双

方において十分配慮する。また，実施形態見直し前の教員採用候補者選考に係るデー

タ等関連情報の取り扱いについては，現行の共同実施の趣旨を尊重し，県市間におい

て互いに有するデータの共有化を図るものとする。 
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「平成２６年度における不登校児童生徒の追跡調査」の結果について 

１ 調査の目的 

平成２６年度学校基本調査において，本県の不登校児童生徒数が増加したことを受けて，平成２６

年度における不登校児童生徒の家庭環境や本人の特性，震災の影響等との関連等について追跡調査を

行い，今後の不登校対策を講じる際の基礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査対象 （仙台市を除く） 

（１）児童生徒質問紙調査 : 県内公立小中学校不登校児童生徒 １,５２６人 

 （うち 小学校 ２８７人，中学校１,２３９人） 

（２）学 校 質 問 紙 調 査 :県内全公立小中学校          ４０８校 

              （うち 小学校 ２６６校，中学校  １４２校） 

 

３ 調査期間 

平成２７年９月１日から平成２７年９月３０日まで 

 

４ 調査結果の概況（詳細は別紙資料参照） 

（１）児童生徒質問紙調査 

① 不登校になった学年は，中学１年からの不登校が，不登校児童生徒全体の約33.9％，中学生

で不登校になった生徒の54％を占めており，依然として中１不登校が鮮明になっている。 

② 不登校の要因は複合的ではあるものの，小学校では，「親子関係をめぐる問題」が多く，続い

て「不安等の情緒混乱」「無気力」などの要因が見られる。中学校では，「無気力」，「いじめを

除く友人関係をめぐる問題」，「不安等の情緒混乱」，「学業の不振」など，生徒自身に関わる要

因の割合が高く，小中共に過去３年間同様の傾向を示している。 

③ 不登校の要因と震災の影響について分析した結果，「震災の影響もあると思われる」と回答し

た不登校児童生徒の割合が小学校で9.4％（昨年度11.1％，一昨年度11.0％），中学校で5.7％

（昨年度9.1％，一昨年度11％）となっており，減少の傾向にある。 

 ④ 震災の影響としては，「家族関係や経済状況の変化」，「仮設住宅での生活や転居など住環境・

生活環境の変化」，「転校等による学校環境の変化」などがあることが記述回答から明らかにな

っている。 

（２）学校質問紙調査 

① 不登校児童がいない小学校では「子どもに声を掛け，子どもの声に耳を傾けること」「子ども

に活躍の場を設定すること」に積極的に取り組んでおり，中学校では，不登校生徒出現率にか

かわらず「良いところを褒めること」「子どもに声を掛け，子どもの声に耳を傾けること」に

取り組んでいる。 

② 早期発見・早期対応に関する項目については，不登校児童がいない小学校では「管理職への

相談体制整備」「すぐチーム編成できること」「複数の目で見たり，教室以外での様子について

情報を集めたりすること」などに積極的に取り組んでいる。中学校では，不登校生徒出現率に

かかわらず，「管理職への相談体制整備」「養護教諭，スクールカウンセラー，スクールソーシ

ャルワーカーとの相談体制整備」への取組が充実している。 

③ 事後の対応・ケアに関する項目については，不登校児童がいない小学校は，「いつでもチーム

で対応する体制」「教員相互の報告・連絡・相談体制」が整備されている。不登校生徒出現率が

高い中学校は，「関係機関との連絡相談」が充実している。「不登校に関する研修」「関係機関に

ついて保護者に周知すること」については，出現率に関わらず全体として取り組んでいる割合

が低い。 

課長報告（３） 
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５ 今後の対応について 

（１）不登校に対応する人材の配置 

いじめや不登校に関する学校内の情報を集約・一元化し，チーム会議を立ち上げるなど，組織

として対応できるようにコーディネートする役割を担う「いじめ・不登校対策担当者」を全小中学

校に校務分掌として位置付ける。また，これまでも実施している不登校児童生徒が多い市町村教育

委員会や学校について，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置するほか，生

徒指導支援員や訪問指導員の拡充を図っていく。 

（２）関係機関を含めた対応体制の構築 

県庁内に支援チームを設置して，市町村教育委員会や保健福祉部局，学校現場等と情報を共有

し，相談窓口体制の確立，現場訪問体制の確立を図っていく。 

（３）「学力向上に向けた５つの提言」の徹底 

「子どもを褒めること，認めること」「子どもに声を掛け，子どもの声に耳を傾けること」に努

めている学校ほど，不登校児童生徒出現率が低いことから，これらの取組が不登校の未然防止に有

効であると捉えている。この取組は，「学力向上に向けた５つの提言」に合致するもので，調査結

果からも，授業を核とした魅力ある学校づくりを推進する必要があると考えており，指導主事の学

校訪問指導の機会を捉えて，提言の徹底を図っていく。 

（４）「個人ファイル」作成による中１段階での不登校改善に向けた取組の充実 

中１不登校が課題であり，不登校対策推進協議会でまとめたリーフレットに示してある「小・

中学校の申し送り」や「欠席への初期段階での対応」について徹底するよう取り組んできているが，

個人ファイルを作成することによって，支援が必要な情報と認識を共有し，きめ細かな対応をして

いく。 

（５）研修をとおした共通理解と指導力の向上 

追跡調査の結果を踏まえ，県内の全小・中学校の「いじめ・不登校対策担当者」等及び市町村

教育委員会，教育事務所指導主事を対象に，「宮城県小・中学校問題行動等対応研修会」を開催し，

県の対応策等について説明し共通理解を図っていく。また，生徒指導に関する有識者を講師として

招聘し，「不登校を生まない対応の在り方や学校の組織的な取組」についての講演会を行い，学校

での具体的な取組について研修を深めていく。 

 

 

魅力ある学校づくり 

・「学力向上に向けた５つの提言」の推進(居場所づくり) 

・研修をとおした共通理解と指導力の向上 

不登校を生まない取組 

・関係機関を含めた指

導体制の構築 

・不登校に対応する人

材の配置 

・小中の引き継ぎ 

・欠席１～２日目の 

電話・訪問対応 

・欠席３日からの 

「個人ファイル」 

作成とチーム会議

対応 

いじめ・不登校 

対策担当者 

（情報集約） 

学校の組織づくり・対応 

未
然
防
止 

再登校(自立支援)に向けた取組 

県教育委員会 

関係機関の連携による支援 

不登校への対応 

市町村教育委員会 

初
期
対
応 

自
立
支
援 

保健福祉部局 
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平成２６年度における不登校児童生徒の追跡調査の概要について 

 

調査対象 （仙台市を除く） 

 

１ 児童生徒質問紙調査 :県内公立小中学校不登校児童生徒 １,５２６人 

（うち 小学校 ２８７人，中学校１,２３９人） 

 

２ 学 校 質 問 紙 調 査 :県内全公立小中学校          ４０８校 

                   （うち 小学校 ２６６校，中学校  １４２校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長報告（３）別冊資料 
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１ 児童生徒質問紙調査（仙台市を除く） 

１-① 不登校になった学年について※ 

 

 

 

＜考察＞ 

昨年度と同様に小学校については，４年生及び５年生から不登校になる児童が比較的多い傾向が認めら
れる。 
中学校については中学１年生時に大きく増える傾向にあり，中学校１年生時に不登校になった生徒数は，

不登校児童生徒全体の３３.９％を占める。また中学２年生時に不登校になった生徒数も全体の２１.１％
となっており，この２つの学年のいずれかで不登校になった生徒数は，中学校で新たに不登校となった生
徒の８７％を占める。 
小中学校段階での未然防止対策に加え，中学校段階での不登校生徒への初期対応が重要であるという点

については，昨年度の調査結果考察と同様である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

単位：人 

※このデータは，平成２６年度の全不登校児童生徒（１５２６人）について，

その児童生徒が，初めて不登校になった学年を調べたものです。 
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１-② 不登校になったきっかけについて（複数回答） 

 

 

＜考察＞ 

 小中学校で共通して高いのは，「不安等の情緒的混乱」「無気力」である。 

 小学校では，「親子関係をめぐる問題」の割合が高い。 

 中学校では，「親子関係をめぐる問題」の割合が低くなるもの，「いじめを除く友人関係をめぐる問題」

「学業の不振」の割合が高くなる傾向がある。 

※ 「本人にかかわる問題」には，家族関係をめぐる精神的疾患，学校に登校すると腹痛を訴える，集団

生活不適応，怠業，友人や家庭にかかわる複合的事由が含まれる。 
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１-③ 不登校のきっかけと震災の影響との関連について  

 

 

 

＜考察＞ 

 小学校では９.４％（２７名），中学校では５.７％（７１名）の児童生徒が「震災の影響もあると思わ

れる」という調査結果となっており，小・中学校いずれも平成２４年度調査時よりも若干の減少を示して

いる（小学校３２名→２７名，中学校１０５名→７１名）。震災から４年（平成２６年度末時点）が経過

し，徐々に改善の傾向にあるものの，長期的な影響が残るものと考える。 
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１－➃「震災の影響もあると思われる」要因（記述式回答より抜粋） 

 

○家族関係の急激な変化 
・震災により祖母が亡くなり，父親が体調を崩したため，子どもも大きな心的負担を負うようになった。 
・かわいがってくれていた祖母を震災で亡くし，さらに母がその祖母を子育てのよりどころにしていたこ
とから，母自身も不安定になった。 

・父親との死別で，母親と２人暮らしになったが，母親は夜勤の仕事で夜間に家にいない。 
 

○家庭の経済状況の変化                        

・父親の失業 

・みなし仮設暮らしであり経済状況が苦しい。 

 
○住環境・生活環境の変化 
・仮設住宅で生活するようになり，両親の仕事も不安定になった。母親が精神的に不安定になり，その母
親に代わって子どもが家事をすることも多くなった。 

・仮設や身寄りの関係で３度転校をしている。学区外通学も友人関係に影響している。  
 
○学校環境の変化 
・震災後，転校したことで友人関係が変わったことによるストレスがあった。 
・原発の放射能からの回避のため福島から引っ越してきたが，新しい環境で友人関係の構築ができず，中
学校入学後も友人関係の改善が図れないことから，不登校となった。 

 
○地震・津波への恐怖心 
・余震が怖くて登校できないときがあり，友達から言われた何気ない言葉がストレスとなった。 
・PTSDの症状が出ている。母親に甘えるようになる。     

 
など 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 震災の影響についての記述内容については前年度と大きな変化はなく，家庭・学校環境の変化が
改善せず，長期化していると，児童生徒の不登校も長期化の傾向を示す。 
様々な面で我慢を強いられる状態が継続すれば，問題行動が増加していくことが予想される。魅

力ある学校づくりを推進して，学校で活躍の場を得られるようにしていくことで，ストレスを解消
していくことが求められている。 
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２ 学校質問紙調査（仙台市を除く） 

 

 

 

 

２－① 魅力ある学校づくりについて 

【小学校】 

 

＜考察＞ 

 小学校では，「理解の不十分な子供の把握」「良いところを褒める」がよく取り組まれていることが分か

る。一方で，小中の連携に関する項目はいずれも平均値が低く，充実が望まれる。 

 不登校児童いない小学校では，不登校児童数が５人以上の小学校に比べて，「子どもに声掛け，子ども

の声に耳を傾けること」「一人一人の子どもに活躍の場を設定している」がよくなされていることが分か

る。一方で，「小中の情報交換」や，「小中の児童生徒の交流」については，不登校児童数が多い学校の方

がよく取り組まれ，中１不登校への対応に配慮していることが分かる。 

「魅力ある学校づくり」「早期発見・早期対応」「事後の対応，ケア」の３観点について，現在の学校

の取組状況を５段階評価で質問した。 

５…十分できている   ４…ある程度できている   ３…どちらともいえない 

２…あまりできていない １…できていない（検討中，準備中） 

「魅力ある学校づくり」「早期発見・早期対応」「事後の対応，ケア」の3観点について，中学校につ

いては，不登校生徒出現率県平均以上の学校の平均値と，全国平均値未満の学校の平均値を比較した。

小学校については，不登校児童数5人以上の学校の平均値と，不登校児童数0の学校の平均値を比較して

いる。 
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【中学校】 

 

＜考察＞ 

 中学校では，不登校生徒の少ない学校は，「子供に声掛け，子供の声に耳を傾けること」に努めている。 

全体的に平均値が低かった項目は，「分かった，できたなどの成功体験を味わわせる」，「自分の考えをノ

ートに書かせる」，「小中の教員の交流」，「家庭との連携による基本的生活習慣の定着」である。 
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２－② 不登校の早期発見・早期対応について 

【小学校】 

 

＜考察＞ 

 不登校児童がいない小学校では，「管理職への相談体制整備」，「すぐチーム編成できること」，「複数の

目で見たり，教室以外での様子について情報を集めたりすること」などに積極的に取り組んでいる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＣ ＝スクールカウンセラー 

ＳＳＷ＝スクールソーシャルワーカー 
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【中学校】 

 

＜考察＞ 

 中学校では，不登校出現率の低い学校では，教師と子供の信頼関係が確保されている。また，不登校出

現率に関わりなく「管理職への相談体制」「養護教諭，スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカ

ーとの連携体制」づくりに取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＣ ＝スクールカウンセラー 

ＳＳＷ＝スクールソーシャルワーカー 
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２－③ 「不登校の事後の対応・ケア」について 

【小学校】 

 
＜考察＞ 

 不登校児童が少ない小学校では，「いつでもチームで対応する体制整備」「教員相互の報告・連絡・相談

体制」について取り組みが充実している。また，「関係機関の保護者に対する周知」については，不登校

の多い学校が積極的に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

ホウレンソウ 

報告・連絡・相談 
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【中学校】 

 
＜考察＞ 

 中学校では，「教員相互の報告・連絡・相談体制」，「いつでもチームで対応できる体制整備」，「関係機

関をよく理解している」がよくなされていることが分かる。一方で，「関係機関の保護者に対する周知」

を進めながら，「不登校ついての研修」については，教員の指導力向上の観点からも充実させていかなけ

ればならない。 

 

ホウレンソウ 

報告・連絡・相談 
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教
育
庁
関
連
情
報
一
覧
（
平
成
２
７
年
１
２
月
１
７
日
～
平
成
２
８
年
１
月
１
３
日
）
 
 

 

      

１
 

〇
聖
和
学
園
高
等
学
校
男
女
サ
ッ
カ
ー
部
が
「
全
国
高
等
学
校
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
」
及
び

 

「
全
日
本
高
等
学
校
女
子
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
」
に
出
場

 

サ
ッ
カ
ー
全
国
大
会
に
宮
城
県
代
表
（
男
子
）
，
東
北
代
表
（
女
子
）
と
し
て
出
場
す
る

 

「
聖
和
学
園
高
等
学
校
男
女
サ
ッ
カ
ー
部
」
の
選
手
及
び
関
係
者
が
，
そ
の
報
告
の
た
め
１
２

 

月
１
７
日
（
木
）
に
県
を
表
敬
訪
問
し
た
。
 

【
大
会
概
要
】
 

 
〔
男
子
〕
大
会
名
 
第
９
４
回
全
国
高
等
学
校
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
７
年
１
２
月
３
０
日
（
水
）
～
平
成
２
８
年
１
月
１
１
日
（
月
・
祝
）
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
首
都
圏
各
地
（
決
勝
は
埼
玉
ス
タ
ジ
ア
ム
２
０
０
２
）
 

 
 
 
 

 
結
 
果
 
２
回
戦
敗
退
 

〔
女
子
〕
大
会
名
 
第
２
４
回
全
日
本
高
等
学
校
女
子
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大
会

 
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
８
年
１
月
３
日
（
日
）
～
１
月
１
０
日
（
日
）
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
兵
庫
県
各
地
（
決
勝
は
ノ
エ
ビ
ア
ス
タ
ジ
ア
ム
神
戸
）
 

 
 
 
 
 
結
 
果
 
１
回
戦
敗
退
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ２
 

○
第
３
回
宮
城
県
学
校
給
食
「
伊
達
な
献
立
」
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催

 

 
 
学
校
給
食
に
お
け
る
地
場
産
物
の
利
用
や
学
校
給
食
関
係
者
の
研
鑽
と
意
欲
向
上
を
目
的

 

に
，
第
３
回
宮
城
県
学
校
給
食
「
伊
達
な
献
立
」
コ
ン
ク
ー
ル
の
第
２
次
審
査
（
最
終
調
理

 

実
技
審
査
）
及
び
表
彰
式
を
開
催
し
た
。
  

【
大
会
概
要
】
 

 
 
開
催
日

 
平
成
２
７
年
１
２
月
２
５
日
（
金
）

 

 
 
会
 
場
 
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
学
校
給
食
会

 

 
 
表
彰
式

 
①
宮
城
県
知
事
賞

 
岩
沼
市
立
岩
沼
北
中
学
校

 

②
宮
城
県
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

 
大
崎
市
田
尻
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

 

③
公
益
財
団
法
人
宮
城
県
学
校
給
食
会
理
事
長
賞

 
仙
台
市
立
沖
野
小
学
校

 

④
宮
城
県
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会
長
賞

 
大
崎
市
立
鹿
島
台
小
学
校

 

⑤
宮
城
県
連
合
小
・
中
学
校
教
育
研
究
会
学
校
給
食
研
究
部
会
長
賞
 
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

 

⑥
宮
城
県
農
業
協
同
組
合
連
合
会
宮
城
県
本
部
長
賞

 
大
崎
市
立
鳴
子
小
学
校

 

⑦
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
長
賞

 
利
府
町
み
ん
な
の
お
昼
ポ
テ
ト
館

 

（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

 

資
料
配
付
（
１
）
 

「
宮
城
県
知
事
賞
」
岩
沼
市
立
岩
沼
北
中
学
校
 

（
メ
ニ
ュ
ー
）

 

ご
は
ん
，
か
つ
お
の
竜
田
お
ろ
し
ソ
ー
ス
，
小
松
菜
と
さ
き
い

か
の
あ
え
物
，
カ
ラ
フ
ル
米
麺
の
ス
ー
プ
，
り
ん
ご
の
ゼ
リ
ー
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３
 

           

○
平
成
２
９
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
（
南
東
北
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
）

 

 
宮
城
県
高
校
生
活
動
推
進
委
員
会
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

 

 
 
平
成
２
９
年
度
に
開
催
さ
れ
る
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
（
南
東
北
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
）

 

の
準
備
・
運
営
支
援
活
動
を
行
う
た
め
の
県
内
の
高
校
生
に
よ
る
「
宮
城
県
高
校
生
活
動
推
進

 

委
員
会
」
が
立
ち
上
が
り
，
キ
ッ
ク
オ
フ
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
  

 
【
概
 
要
】

 

 
 

 
開
催
日

 
平
成
２
７
年
１
２
月
２
４
日
（
木
）

 

 
 

 
場
 
所
 
東
北
歴
史
博
物
館

 
講
堂

 
 

 
 

 
主
 
催
 
平
成
２
９
年
度
全
国
高
等
学
校
総
合
体
育
大
会
宮
城
県
実
行
委
員
会

 

 
 

 
内
 
容
 
①
宮
城
県
高
校
生
活
動
推
進
委
員
会
生
徒
委
員
へ
委
嘱
状
の
交
付
 

②
生
徒
委
員
長
に
よ
る
決
意
表
明
 

 
 

  
 
 
 
 
 ③

山
形
県
高
校
生
活
動
推
進
委
員
会
代
表
生
徒
と
の
交
歓
 

 
 

  
 
 
 
 
 ④

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
＜
塩
釜
高
校
ダ
ン
ス
部
＞
 

 
 

  
 
 
 
 
 ⑤

デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
＜
塩
釜
高
校
少
林
寺
拳
法
部
＞
 

 
 

  
 
 
 
 
 ⑥

平
成
２
年
宮
城
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
総
合
開
会
式
で
歓
迎
の
こ
と
ば
を
述
べ
ら
れ
た
先
輩
か
ら
 

の
メ
ッ
セ
ー
ジ

 
ほ
か
 

 
  

 
出
席
者

 
宮
城
県
高
校
生
活
動
推
進
委
員
会

 
各
学
校
サ
ポ
ー
ト
委
員
会

 
委
員
長
（
生
徒
代
表
）

  
９
１
名
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
顧
 
問
（
教
員
）

 
 

  
９
１
名
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 
 ほ

か
 
関
係
者
計

 
約
２
０
０
名

 

          

 

（
担
当
：
全
国
高
校
総
体
推
進
室
）

 

１
 
高
校
生
活
動
の
目
的
 

イ
ン
タ
ー
ハ
イ
は
，
全
て
の
高
校
生
が
主
役
と
な
る
高
校
生
最
大
の
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
で
す
。

 

大
会
に
出
場
す
る
選
手
は
も
と
よ
り
，
県
内
の
多
く
の
高
校
生
が
大
会
の
準
備
・
運
営
支
援
な
ど
に
主
体
的
に
携
わ
り
，

 

ま
た
，
積
極
的
に
取
り
組
み
，
大
会
を
支
え
る
こ
と
に
よ
り
，
選
手
と
共
に
感
動
し
，
達
成
感
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

 

２
 
高
校
生
活
動
の
活
動
内
容
 

 
 宮

城
県
高
等
学
校
体
育
連
盟
に
加
盟
し
て
い
る
全
日
制
高
校
す
べ
て
に
設
置
し
た
「
学
校
サ
ポ
ー
ト
委
員
会
」
を
中
心
に
，

高
校
生
が
校
内
や
地
域
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
，
会
場
地
で
の
清
掃
美
化
活
動
や
大
会
運
営
補
助
活
動
な
ど
を
行
い
ま
す
。

 

 
ま
た
，
県
内
各
支
部
の
代
表
生
徒
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
「
宮
城
県
高
校
生
活
動
推
進
委
員
会
」
で
，
記
念
品
製
作
や
お
も
て

な
し
活
動
な
ど
の
企
画
，
先
催
大
会
の
視
察
，
各
種
イ
ベ
ン
ト
で
の
Ｐ
Ｒ
活
動
な
ど
を
行
い
ま
す
。

 

 

髙
橋
実
行
委
員
会
会
長
と
学
校
サ
ポ
ー
ト
委
員
代
表
生
徒
の
み
な
さ
ん

 

委
嘱
状
を
受
け
取
る
松
橋
七
海
生
徒
委
員
長
（
仙
台
三
桜
高
）

 

塩
釜
高
校
少
林
寺
拳
法
部
に
よ
る
演
武
の
様
子

 

「
先
輩
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
激
励
の
こ
と
ば
を
述
べ
る
安
川
洋
子
さ
ん

 



- 
3 

-
 

 

              ４
 

〇
平
成
２
７
年
度
公
立
学
校
等
職
員
表
彰
式
及
び
教
育
庁
職
員
表
彰
式
を
開
催

 

 
 
 職
員
の
資
質
の
向
上
と
執
務
意
欲
の
高
揚
を
図
る
た
め
に
，
模
範
と
し
て
賞
賛
す
べ
き
業
績
を
あ
げ
，
ま
た
は
善
行
を
行
っ
た
職
員
に
対
し
表
彰

要
綱
に
基
づ
き
，
表
彰
を
行
っ
た
。
 

 開
催
日
 
 
平
成
２
８
年
１
月
４
日
（
月
）
 

場
 
所
 
 
県
庁
２
階
 
講
堂

 

表
彰
者
 
 
教
育
長
 

被
表
彰
者
 
公
立
学
校
等
職
員
表
彰
 

優
秀
教
職
員
 
１
１
人
（
１
１
件
）
 

優
良
教
職
員
 
２
２
人
（
１
８
件
）
 

 
 
 
 
 
 
※
う
ち
市
町
村
立
学
校
の
優
良
職
員
（
１
１
人
）
は
，
各
教
育
事
務
所
で
表
彰
 

 
 
 
 
 
 教
育
庁
職
員
表
彰
 
 
 
 
５
グ
ル
ー
プ
（
３
０
人
）
 

             

（
担
当
：
総
務
課
・
教
職
員
課
）
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4 

-
 

 

             

５
 

     

〇
第
４
１
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
（
み
や
ぎ
総
文
２
０
１
７
）

 生
徒
実
行
委
員
統
括
会
議
を
開
催

 

平
成
２
９
年
度
に
開
催
さ
れ
る
「
第
４
１
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
（
み
や
ぎ
総

文
２
０
１
７
）」

の
生
徒
実
行
委
員
統
括
会
議
を
開
催
し
，
大
会
全
体
を
企
画
運
営
す
る

「
生
徒
企
画
委
員
」
と
２
３
の
部
門
大
会
の
運
営
を
行
う
「
部
門
生
徒
実
行
委
員
」
が
，

初
め
て
顔
を
合
せ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
準
備
，
活
動
の
状
況
を
報
告
し
た
。

 

 【
概

 
要
】
 

 
 
 
開
催
日
 
平
成
２
８
年
１
月
６
日
（
水
）
 

 
 
 
場
 
所
 
宮
城
野
高
等
学
校
 

 
 
 
内
 
容
 
①
各
部
門
生
徒
実
行
委
員
長
へ
委
嘱
状
の
交
付
 

 
 
 
 
 
 
 
②
生
徒
企
画
委
員
か
ら
の
活
動
報
告
 

 
 
 
 
 
 
 
③
部
門
生
徒
実
行
委
員
か
ら
の
活
動
報
告

 

 
 
 
 
 
 
 
④
大
会
５
０
０
日
前
イ
ベ
ン
ト
及
び
短
冊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
 
ほ
か
 

 
 
 
出
席
者
 
４
３
名
 

              

（
担
当
：
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
）

 

  

■
 
生
徒
企
画
委
員
は
，「

総
務
委
員
会
」「

総
合
開
会
式
委
員
会
」「

パ
レ

ー
ド
委
員
会
」「

広
報
イ
ベ
ン
ト
委
員
会
」「

国
際
交
流
委
員
会
」
の
５

つ
の
委
員
会
に
分
か
れ
，「

み
や
ぎ
総
文
２
０
１
７
」
大
会
の
準
備
・
開

催
に
係
る
全
体
の
企
画
運
営
を
行
い
ま
す
。

 

 ■
 
部
門
生
徒
実
行
委
員
は
，
演
劇
，
合
唱
，
囲
碁
な
ど
２
３
の
部
門
に

全
国
か
ら
参
加
す
る
高
校
生
が
，
日
頃
の
活
動
の
成
果
を
十
分
に
発
揮

で
き
，
相
互
の
交
流
が
で
き
る
部
門
大
会
の
企
画
運
営
を
行
い
ま
す
。
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      ６
 

〇
全
国
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
権
大
会
で
男
子
宮
城
県
代
表
が
第
３
位

 

 北
九
州
市
で
開
催
さ
れ
た
第
２
４
回
全
国
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
権
大
会
に
お
い
て
，

 

宮
城
県
代
表
チ
ー
ム
が
男
子
団
体
で
第
３
位
に
入
賞
し
，
選
手
及
び
関
係
者
が
そ
の
報
告
の

 

た
め
，
１
月
７
日
（
木
）
に
県
を
表
敬
訪
問
し
た
。

 

【
大
会
概
要
】
 

 
 
 
 
 
大
会
名
 
第
２
４
回
全
国
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
選
手
権
大
会
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
７
年
１
２
月
２
３
日
（
水
）
～
平
成
２
７
年
１
２
月
２
７
日
（
日
）
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
北
九
州
市
立
総
合
体
育
館
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

 
 

 

     

 

７
 

〇
全
国
都
道
府
県
対
抗
駅
伝
競
走
大
会
に
「
宮
城
県
選
手
団
」
出
場

 

 天
皇
盃
第

21
回
全
国
都
道
府
県
対
抗
男
子
駅
伝
競
走
大
会
及
び
皇
后
盃
第

34
回
全
国
都

 

道
府
県
対
抗
女
子
駅
伝
競
走
大
会
に
出
場
す
る
男
女
宮
城
県
選
手
団
の
選
手
及
び
関
係
者
が
，
 

そ
の
報
告
の
た
め
１
月
８
日
（
金
）
に
県
を
表
敬
訪
問
し
た
。
 

【
大
会
概
要
】
 

 
〔
男
子
〕
大
会
名
 
天
皇
盃
第
21
回
全
国
都
道
府
県
対
抗
男
子
駅
伝
競
走
大
会
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
８
年
１
月
２
４
日
（
日
）
 
１
２
：
３
０
ス
タ
ー
ト
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
広
島
市
（
平
和
祈
念
公
園
⇔
Ｊ
Ｒ
前
空
駅
東
）
 

〔
女
子
〕
大
会
名
 
皇
后
盃
第
34
回
全
国
都
道
府
県
対
抗
女
子
駅
伝
競
走
大
会
 
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
８
年
１
月
１
７
日
（
日
）
 
１
２
：
３
０
ス
タ
ー
ト
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
京
都
市
（
西
京
極
運
動
公
園
⇔
京
都
国
際
会
館
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
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８
 

〇
明
成
高
校
男
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
が
全
国
高
校
バ
ス
ケ
選
抜
優
勝
大
会
で
３
連
覇
達
成

 

東
京
体
育
館
で
開
催
さ
れ
た
第
４
６
回
全
国
高
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
抜
優
勝
大
会

 

（
ウ
ィ
ン
タ
ー
カ
ッ
プ
）
に
お
い
て
，
３
年
連
続
４
度
目
の
優
勝
を
果
た
し
た
明
成
高
校
男

 

子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
選
手
及
び
関
係
者
が
そ
の
報
告
の
た
め
，
１
月
１
２
日
（
火
）
に

 

県
を
表
敬
訪
問
し
た
。
 

 【
大
会
概
要
】
 

 
 
 
 
 
大
会
名
 
東
日
本
大
震
災
復
興
支
援
 

Ｊ
Ｘ
－
Ｅ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｓ
ウ
ィ
ン
タ
ー
カ
ッ
プ
２
０
１
５
 

平
成
２
７
年
度
第
４
６
回
大
会
全
国
高
等
学
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
抜
優
勝
大
会
 

 
 
 
 
 
期
 
日
 
平
成
２
７
年
１
２
月
２
３
日
（
水
）
～
平
成
２
７
年
１
２
月
２
９
日
（
火
）
 

 
 
 
 
 
会
 
場
 
東
京
体
育
館
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）

 
 

      

 

９
 

〇
ソ
ニ
ー
仙
台
Ｆ
Ｃ
が
第
１
７
回
日
本
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
で
優
勝

 

 
 
第
１
７
回
日
本
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
（
Ｊ
Ｆ
Ｌ
）
で
初
優
勝
を
果
た
し
た
ソ
ニ
ー
仙
台
Ｆ
Ｃ

 

 
の
選
手
及
び
関
係
者
が
そ
の
報
告
の
た
め
，
１
月
１
３
日
（
水
）
に
県
を
表
敬
訪
問
し
た
。

 

 【
大
会
概
要
】
 

 
 
 
 
 
大
会
名
 
第
１
７
回
日
本
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
（
２
０
１
５
）
 

 
 
 
 
 
日
 
程
 
１
st
ス
テ
ー
ジ

 
平
成
２
７
年
３
月
８
日
（
日
）
～
６
月
７
日
（
日
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
st
ス
テ
ー
ジ

 
平
成
２
７
年
６
月
２
０
日
（
土
）
～
１
１
月
１
５
日
（
日
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ
プ
 
平
成
２
７
年
１
１
月
３
０
日
（
月
），

１
２
月
５
日
（
土
）
 

 
 
 
 
 
参
加
チ
ー
ム
 
１
６
チ
ー
ム
 

 
 
 
 
 
大
会
結
果
（
ソ
ニ
ー
仙
台
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
１
st
ス
テ
ー
ジ

 
第
２
位
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２
st
ス
テ
ー
ジ

 
第
１
位
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
シ
ッ
プ
（
ソ
ニ
ー
仙
台

VS
ヴ
ァ
ン
ラ
ー
レ
八
戸
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
１
戦
 
０
対
１
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
２
戦
 
１
対
０
 
（
PK

戦
５
－
４
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課
）
 

 



社会生活の変化や震災の影響に伴い，子どもたちの生活が夜型化し，
望ましい生活リズムの維持が難しくなっている中で，
子どもたちが規則正しい生活習慣を確立できるよう，
ルルブルを社会総ぐるみで進めていく必要があります。
そこで，このフォーラムでは，東北大学の川島隆太教授が科学的な視点から
「なぜ，ルルブルが大切か」分かりやすく解説するとともに，
マラソンランナーで二児の母でもある千葉真子さんが，
川島隆太教授との対談を通して，ルルブルの大切さをお伝えします。

脳科学から見たルルブル

ステージ会場（1階・大ホール） イベント会場（2階・会議室）
●みやぎっ子ルルブル推進優良活動団体表彰
●小学生ルルブルポスターコンクール表彰
●基調講演
●特別対談

●社会体験コーナー（ニュースポーツゲームなど）
●ルルブルポスターコンクール入賞作品展示
●ルルブルパネル展示　　など

アニメむすび丸
©宮城県・旭プロダクション

平成28年

1月24日　 午前10時から
開場：午前9時30分

日

夢メッセみやぎ本館会議棟
仙台市宮城野区港3丁目1-7

日 時

会 場

主催：みやぎっ子ルルブル推進実行委員会

Let's ルルブル！
～親子で豊かな体験を～

特別対談

基調講演

入場無料
先着350名
事前申込受付順
詳細は裏面をご覧下さい。

川島 隆太教授
東北大学加齢医学研究所 所長

千葉 真子さん
元日本代表マラソンランナー
アトランタ五輪入賞

東北大学加齢医学研究所 所長 川島隆太 教授

×

みやぎっ子
フォーラム

2004205fa
資料配付（２）



ステージ会場

イベント会場
アニメむすび丸
©宮城県・旭プロダクション

プログラム

お申込み
アクセス

10：00 開会式
10：10 みやぎっ子ルルブル推進優良活動団体表彰
 小学生ルルブルポスターコンクール表彰
10：45 基調講演 東北大学加齢医学研究所 所長 川島隆太 教授
11：40 特別対談 川島隆太 教授× 千葉真子 さん

350

平成28年1月13日（水）17：00まで

みやぎっ子ルルブル推進実行委員会事務局（宮城県教育庁教育企画室内）

FAXお申込み用紙　FAX番号022-211-3699　　このまま切り取らずに送信してください。
（〒　　　　　－　　　　　　　　） 申込み年月日　平成　　　年　　　月　　　日
住所

電話番号（　　　　　）　　　　　－

代表者
ご氏名

参加
人数

うち小学生以下
　　　　　

歳
歳
歳人人

フリガナ

●社会体験コーナー（ニュースポーツゲームなど）
●ルルブルポスターコンクール入賞作品展示　●ルルブルパネル展示　など

申込み先

❶HP…http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyou-kikaku/

❷Eメール…kyoikupp@pref.miyagi.jp
❸FAX…022-211-3699

第一
駐車場本館

会議棟
プラザ前駐車場
第三駐車場

本館駐車場
約900台

みんなで
あそびに
おいでよ！

10：00～12：30
（開場9：30）

10：00～12：30
イベント会場内に、お子様（小学生以下）のキッズコーナーをご用意しています。

・仙台宮城I.Cから【約60分】。仙台港I.Cから【約5分】。仙台港北I.Cから【約5分】
・仙台駅から／国道45号線経由または新寺～産業道路経由【約40分】

JR仙石線で仙台駅から【約18分】、中野栄駅下車 →【徒歩 約15分】
 →【タクシー 約5分】

仙台駅から／宮城交通 仙台駅前50番乗り場（青葉通「アイリス青葉ビル」前）
 　　　　　から【約40分】

みやぎっ子　　　　　　フォーラム



資料配付（３）

教 第 ３ １ ８ 号

平成２７年１２月２２日

各市町村教育委員会教育長 殿

宮城県教育委員会

教育長 髙 橋 仁

いじめ・不登校対策及び学校安全の体制整備について（依頼）

本県の教育行政につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて，本県の公立小・中学校においては，東日本大震災以降，不登校の児童生徒の人

数が増加傾向にあり，特に中学校で，不登校出現率が全国的に見て高い割合となってお

ります。また，いじめについても数多く認知されており，震災後の心のケアも含め，い

じめ及び不登校の早期発見及び早期対応といった迅速かつ的確な対策が急務となってお

ります。

このことから，これまで培ってきた防災等における学校と地域，関係機関との連携を

一層強化することにより，全県を挙げて，総合的な学校安全及びいじめ・不登校対策の

体制整備を図りたいと考えております。

つきましては，下記のとおり対策の推進体制に係る人員配置等について御承知いただ

くとともに，貴教育委員会の学校における校務分掌等の整備に御協力くださるようお願

いします。

記

１ いじめ・不登校対策担当者の設置

いじめ，不登校の対策については，これまで生徒指導主事（主任）等を中心に取り

組んでいただいております。しかし，生徒指導主事（主任）等は，いじめや不登校に

関する問題以外にも生徒指導全般に渡る幅広い職務を担っていることから，学校によ

っては，いじめ等の防止対策及び事案発生後に，組織で対応するための情報共有や体

制づくりに十分な時間を割けない場合もあるということが指摘されております。

このため，いじめや不登校に関する学校内の情報を集約・一元化し，チーム会議を

立ち上げるなど，組織として対応できるようにコーディネートする役割を担う「いじ

め・不登校対策担当者」を，平成２８年度から校務分掌として生徒指導部等の中に「い

じめ・不登校対策担当者」を位置付けていただくようお願いします。（別紙１参照）

-7-

2004205fa
写



２ 安全担当主幹教諭の配置

これまで，学校における防災体制の整備と防災教育の地域連携を推進するため，防

災担当主幹教諭を各圏域の中心となる学校に配置してきたところですが，防災は学校

安全の一領域でもあることから，自然災害にとどまらず学校管理下の事故全般につい

て，地域内の学校や関係機関との意識共有を図ることが必要となっております。また，

当該主幹教諭は地域の関係機関や地域内の学校との連携に取り組み，防災教育に関連

して児童生徒の心のケアの取組の取りまとめ等を行ってきたところです。

平成２８年度からは，防災担当主幹教諭がこれまで担ってきた役割に加え，さらに

総合的な学校安全，いじめ，不登校対策等の地域連携の推進及び強化にも取り組むこ

ととし，現在の「防災担当主幹教諭」を「安全担当主幹教諭」に改めますので御承知

いただくようお願いします。（別紙２参照）

担当 教職員課小中学校人事班

副参事 奥 山 勉

義務教育課指導班

副参事 前 田 正
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別紙１

「いじめ・不登校対策担当者」の役割等について

１ いじめ・不登校対策担当者の役割について

「いじめ・不登校対策担当者」は，校長の指導の下，いじめ・不登校対策を推進する校

内の要として，主に次の取組を行う。

① 担任等がいじめやいじめの疑いを発見した（不登校の兆候に気付いた）場合や，児童

生徒や保護者から担任等へ相談があった場合等に，それらの情報を集約・一元化する。

② ①に基づき，いじめ問題（不登校問題）への対応を協議するチーム会議の立ち上げを

生徒指導主事（主任）と協議し，チーム会議の開催を教頭を通じて校長へ具申する。

③ ②を踏まえて全教職員等で確立・確認した，組織的な指導・援助の進捗状況を管理す

る。

④ ③を通じて得られた，いじめ・不登校防止への知見を踏まえ，魅力ある学校づくりの

充実・促進に向けた提言を全教職員へ行うとともに，その内容等を生徒指導主事（主任）

や安全担当主幹教諭と連携し，保護者や地域へ情報発信する。

⑤ いじめ・不登校の未然防止に係る校内体制，及び，異校種・関係機関との連携体制を，

生徒指導主事（主任）や安全担当主幹教諭と連携して，不断の点検・整備に努める。

２ いじめ・不登校対策担当者の資質向上について

各地区における登校支援研修会や生徒指導担当研修会等への参加について御配慮願うとと

もに，各学校の実情に応じて，宮城県総合教育センターが実施する，いじめ・不登校に関す

る研修会を積極的に活用願います。

【総合教育センターの主な関連研修】

・不登校対応研修会 ・いじめ問題対応研修会 ・教育相談，生徒指導コーディネーター研修会

・人間関係づくり研修会 ・子供の心サポート研修会 等

３ いじめ・不登校対策担当者の設置に係る留意事項について

校務分掌における位置付けについては，既に「不登校対応担当」を校務分掌に位置付けて

ある場合には，当該担当教員の職務に「いじめ対応」を追加することで対応するなど，各学

校・地域の実情や学校規模等を踏まえた実効性のある体制を御検討願います。
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安全担当主幹教諭の役割等について 
１ 安全担当主幹教諭の役割について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※これを学校安全の３領域【災害安全，交通安全，生活安全（防犯含む）】に拡大 
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２ 安全担当主幹教諭の資質の向上等について 

（１）安全担当主幹教諭研修会への参加【防災担当主幹教諭研修を拡充】 

現在実施している「防災担当主幹教諭研修会」を「安全担当主幹教諭研修会」に移行し， 

研修内容を拡充し，これまで実施してきた防災に関する研修に加えて，いじめ，不登校対 

策，不慮の事故対応等に関する研修を実施する。 

（２）地域の関連会議等への出席 

安全担当主幹教諭としての役割に関連して，各教育事務所管内や地域において開催され 

ている連絡協議会等に出席し，これまでの取組体制に関わっていくとともに，情報共有や 

今後の方策等に取り組んでいく。 

 

【防災担当主幹教諭の役割】（従前の役割） 

 防災主任の中心的役割を担い，地域内の学校や市町村教育委員会及び自治体防災担当部局と

連携し，学校，家庭，地域社会が一体となった防災教育の推進に当たる。 

なお，配置された学校においては地域の拠点校として，防災教育の先進的実践をまとめて，該

当地域内の学校等に広めるなどの取組も期待される。 

① 防災教育の推進に係る地域における拠点校としての役割 

 ○学校と地域が連携して防災教育を推進していく体制の整備 

 ○域内の小・中学校等の防災主任への支援 

 ○防災教育に関する相談，情報提供 

 ○小・中学校等の教員に対する研修への協力 

② 地域及び関係機関との連携 

 ○合同防災訓練等の実施に向けた，地域内の学校と自治体防災担当部局との連絡調整等 

 

みやぎ学校安全基本指針（平成 24年 10月発行）P.30 

【いじめ・不登校対策・心のケアに係る地域連携に関する業務】 

 いじめ・不登校対策等の地域連携体制を強化するため，地域の学校間及び関係機関との連携と

先進的実践の普及を推進し，地域内各学校のいじめ・不登校対策担当者【新設（別紙）】のリーダ

ーを担う。 

 
① いじめ・不登校対策等に係る地域における拠点校としての役割 

 ○地域内のいじめ・不登校対策担当者の連絡会議等を開催 

 ○各学校のいじめ，不登校対策，心のケアの体制整備の支援 

○小学校と中学校の円滑な接続，連携のための取組促進 

○いじめ・不登校対策，心のケアに関する取組事例の収集と普及 

② 地域及び関係機関との連携 

○いじめ・不登校に関する，保健福祉機関，警察等の関係機関の連携体制の構築 

〈出席が必要となる関連会議の例〉 

・圏域毎みやぎ防災教育推進ネットワーク会議 ・市町村通学路安全推進会議 ・学校警察連絡協議会 

・生徒指導連絡協議会  ・問題行動等対策推進協議会 等 

別紙２ 
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H27.3月末 H27.7月末 H27.8月末 H27.9月末 H27.10月末 H27.11月末 H27.12月末 前年同月
増減

(当月－前年同
月）

98.9% － － 44.0% 67.6% 84.1% 91.0% 90.0% 1.0%

99.3% － － 46.9% 69.7% 85.3% 92.2% 92.0% 0.2%

98.3% － － 40.3% 64.8% 82.4% 89.4% 87.3% 2.1%

97.5% － － － 73.4% － － － －

内訳

卒業者 19,917 19,861 19,850 19,839 19,827 19,808 19,790 19,957 -167

進学希望者 14,900 14,609 14,622 14,628 14,689 14,761 14,790 14,959 -169

臨時的仕事希望者 243 30 41 52 82 91 111 135 -24

進路未定者 44 193 136 107 98 90 65 86 -21

就職希望者 4,730 5,029 5,051 5,052 4,958 4,866 4,824 4,777 47

県内 3,845 4,397 4,292 4,247 4,103 3,986 3,942 3,909 33

県外 885 632 759 805 855 880 882 868 14

職安・学校紹介 4,098 4,204 4,217 4,198 4,224 4,227 4,227 4,163 64

縁故・自営 265 130 149 167 178 192 193 213 -20

公務員 367 695 685 687 556 447 404 401 3

就職内定者 4,677 － － 2,223 3,350 4,091 4,389 4,300 89

県内 3,798 － － 1,712 2,629 3,281 3,538 3,478 60

県外 879 － － 511 721 810 851 822 29

職安・学校紹介 4,066 － － 2,176 3,216 3,710 3,932 3,818 114

縁故・自営 245 － － 46 82 116 136 143 -7

公務員 366 － － 1 52 265 321 339 -18

就職未内定者 53 － － 2,829 1,608 775 435 477 -42

71 － － 4,153 1,074 695 330 347 -17

【概況】　※（　）内は前年同月
① 就職内定率 ：           ９１．０％（90.0%）

② 進路希望の割合状況： 進　学  　７４．７％（75.0%）　 就職　２４．４％（23.9%）

② 割合状況 ： 臨時的仕事  ０．６％（ 0.7%）　 未定　　０．３％（ 0.4%）

③ 就職希望者の割合　 ： 県　内  　８１．７％（81.8%） 県外　１８．３％（18.2%）

④ 県内外の内定率　　　： 県　内　  ８９．８％（89.0%)　 県外　９６．５％（94.7%）

⑤ 内定者の割合　　　　 ： 県　内　  ８０．６％（80.9%）　 県外　１９．４％（19.1%）

⑥ 学科別内定率　　　   

⑦地域別内定状況

⑧

全国平均

平成２８年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（１２月末現在）について

内
訳

内
訳

内定率

月間受験者数

男子

女子

学科別内定率 普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 その他 総合学科

平成27年度 85.8% 91.6% 97.4% 94.1% 91.3% 89.7% 82.2% 94.4%

平成26年度 85.3% 94.7% 96.4% 88.3% 92.9% 90.4% 87.5% 92.5%

地域別内定率 仙台 大和 石巻 塩釜 古川 大河原 白石 築館 迫 気仙沼

平成27年度 88.3% 96.9% 85.9% 88.9% 94.8% 91.9% 96.2% 95.9% 92.8% 95.1%
平成26年度 88.0% 93.0% 84.9% 86.8% 92.2% 90.8% 98.3% 95.9% 92.0% 95.0%

宮城労働局発表　県内求人倍率（１１月末現在）（職安学校紹介のみ，ただし支援学校・通信制含む）

２２年３月卒 ２３年３月卒 ２４年３月卒 ２５年３月卒 ２６年３月卒 ２７年3月卒 ２８年3月卒
県内求人数 3,297 3,489 4,389 6,418 7,443 9,040 9,409
県内求職者数 3,814 3,793 3,112 3,517 3,558 3,432 3,456
求人倍率 0.86 0.92 1.41 1.82 2.09 2.63 2.72

資料配付（４）
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